
１．中小企業の経営支援に関する取組み方針
　地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定供給し事業運営に対する資金支援は、地域経済の
発展に寄与するため地域の協同組織金融機関である信用金庫にとって重要な社会的使命です。
　当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お
客様の課題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。

２．中小企業の経営支援に関する態勢整備
　お客様の事業運営に関する経営課題の解決、改善について積極的に情報を提供し、専門性の高い中小企業
診断士や税理士、その他の外部専門家と連携し取り組んでまいります。当金庫は、平成24年8月に施行され
ました中小企業経営力強化支援法に基づき「経営革新支援機関（認定支援機関）」の認定を受けています。

３．中小企業の経営支援に関する取組状況
◆創業・新規事業開拓の支援
　新たに創業または新事業展開に取組む42先の取引先に対して、ご融資や補助金に関する支援を佐賀県よ
ろず支援拠点、中小企業診断協会等関係機関のご協力を得て行う事が出来ました。
　補助金については、23先中18先が採択につながり採択総額は91,828千円でありました。

令和６年度 補助金制度（採択制度）
※佐賀県生産性向上支援補助金 10先
※事業再構築補助金12公募 ３先
※伊万里市中小企業DX支援事業費補助金 ２先
※国内肥料資源利用拡大対策事業費補助金 １先
※有田町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 １先
※佐賀県地域活性化等起業支援事業費補助金 １先

◆成長段階における支援
○ふくおかよかもん展示商談会
　令和６年９月12日（木）、九州北部信用金庫協会と福
岡県中小企業振興センターとの共催で、食品関連事業者
と福岡に拠点を置く食品バイヤーとの出会いの場と商談
の機会を提供するバイヤー来場型の展示商談会を開催し
ました。13信用金庫より60社のお取引企業が集結し、
約90名の来場者、343件の商談が行われました。当金庫
からは５企業様に出展していただき、活発な商談が行わ
れ充実した展示会となりました。
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〇SAGAネットゼロ・コンソーシアム
　佐賀県は、国が2050年までのカーボンニュートラル達成を目標とする中、脱炭素経営への支援の強化を
本コンソーシアムと連携して促進されていきます。当金庫も本コンソーシアムへ参加しCO2排出量の見える
化への支援や本コンソーシアムからの支援事業について発信してまいります。

○�当金庫は経営革新支援機関としての認定を平成25年3月に受け、お客様の経営改善に取組んでまいりまし
た。平成24年度より佐賀県信用保証協会の専門家派遣事業等を活用して、中小企業診断士を企業様に派
遣し、当金庫職員とともに抜本的な経営改善に取組んできました。

令和６年４月～令和７年３月取組状況� （先数）

当初債務者数
（事業資金融資先）
令和７年３月末

うち経営改善
支援取組先①

①のうち期末に
債務者区分が上
昇した先②

①のうち期末に債
務者区分が変化
しなかった先③

①のうち再生
計画を策定し
た先④

正常先 782 1 0 1 0

要注意先
うちその他要注意先 132 33 3 29 14
うち要管理先 0 0 0 0 0

破綻懸念先 21 6 0 6 2
実質破綻先・破綻先 28 0 0 0 0

合　　計 963 40 3 36 16

○「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関する
ガイドライン』の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受け
た際に真摯に対応するため、「経営者保証に関する取組方針」を策定しています。同取組方針に基づき、経営
者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を
把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

令和６年度
新規に無保証で融資した件数 104件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資 11.0％
保証契約を解除した件数 12件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る） 0

○「経営者保証に係る監督指針改正」への取組みについて
　令和４年12月、政府は「経営者保証改革プログラム」を策定し金融機関に対し個人保証に依存しない融
資慣行の確立に向けた取組みを要請するとともに、金融庁においても中小・地域金融機関向けの総合的な監
督指針が一部改正されました。
　当金庫におきましても監督指針改正に則したお客様への対応を図るべく、態勢を整備し適正な運用に努め
ております。
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